
○
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
大
蔵
省
令
第
四
十
号
）

改

正

案

現

行

（
貸
付
条
件
の
掲
示
）

（
貸
付
条
件
の
掲
示
）

第
十
一
条

第
十
一
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

法
第
十
四
条
第
五
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲

２

法
第
十
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
貸
付
け
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

げ
る
貸
付
け
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
貸
付
条
件
の
広
告
）

（
貸
付
条
件
の
広
告
）

第
十
二
条

法
第
十
五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各

第
十
二
条

法
第
十
五
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲

号
に
掲
げ
る
貸
付
け
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

げ
る
貸
付
け
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

貸
金
業
者
は
、
貸
付
け
の
条
件
を
広
告
す
る
と
き
は
、
法
第
十
五
条
各
号
に
掲
げ

３

貸
金
業
者
は
、
貸
付
け
の
条
件
を
広
告
す
る
と
き
は
、
法
第
十
五
条
に
規
定
す
る

る
事
項
を
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項
を
明
瞭
か
つ
正
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

（
貸
付
け
に
係
る
契
約
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）



第
十
三
条

法
第
十
七
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

第
十
三
条

法
第
十
七
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

次
の
各
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事

項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
保
証
契
約
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

（
保
証
契
約
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

第
十
四
条

第
十
四
条

１

（
略
）

１

（
略
）

２

法
第
十
七
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

２

法
第
十
七
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

げ
る
事
項
と
す
る
。

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

３

法
第
十
七
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
証
契
約
の
内
容
を
説
明
す
る
書
面
を
保
証

３

法
第
十
七
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
証
契
約
の
内
容
を
説
明
す
る
書
面
を
保
証

人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
交
付
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
の
区
分
に

人
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
交
付
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
面
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
二
種
類
の
書
面
を
同
時
に
交
付
し
な

応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
二
種
類
の
書
面
を
同
時
に
交
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
保
証
契
約
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

一

当
該
保
証
契
約
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

法
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
、
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
同
項
第
二
号
イ
及

第
三
号
ま
で
、
第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
同
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
、
同
項

び
ロ
、
同
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
、
同
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
前
項
第
三
号
及

第
三
号
イ
及
び
ロ
、
同
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に

び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

掲
げ
る
事
項

二

（
略
）

二

（
略
）

４
～
７

（
略
）

４
～
７

（
略
）



（
帳
簿
の
備
付
け
）

（
帳
簿
の
備
付
け
）

第
十
六
条

法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

第
十
六
条

法
第
十
九
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

一

法
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
項
（

一

法
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
（
第
十
三
条
第

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
イ
、
ホ
及
び
ト
（
手
形
の
割
引
及
び
売
渡
担
保
並
び
に

一
項
第
一
号
イ
、
ホ
及
び
ト
（
手
形
の
割
引
及
び
売
渡
担
保
並
び
に
こ
れ
ら
の
媒

こ
れ
ら
の
媒
介
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

介
に
あ
つ
て
は
、
イ
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

六

日
賦
貸
金
業
者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

イ

貸
付
け
の
相
手
方
が
主
と
し
て
営
む
業
種

ロ

貸
付
け
の
相
手
方
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数

ハ

返
済
金
を
貸
付
け
の
相
手
方
の
営
業
所
又
は
住
所
に
お
い
て
貸
金
業
者
が
自

ら
取
り
立
て
る
た
め
訪
問
し
た
年
月
日

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
委
任
状
の
記
載
事
項
）

（
委
任
状
の
記
載
事
項
）

第
十
八
条

法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

第
十
八
条

法
第
二
十
条
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
と
す
る
。

項
と
す
る
。

一

法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
、
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
を
除
く

一

法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲

。
）
に
掲
げ
る
事
項

げ
る
事
項

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）



（
譲
り
受
け
た
債
権
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

（
譲
り
受
け
た
債
権
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

第
二
十
二
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
第
九

第
二
十
二
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
第
八

号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四

号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四

号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
（
同

号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
（
同

項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定

３

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定

す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。

。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
債
権
譲
渡
後
の
委
任
状
の
記
載
事
項
）

（
債
権
譲
渡
後
の
委
任
状
の
記
載
事
項
）

第
二
十
四
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る

第
二
十
四
条

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
に
規
定
す
る

総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
三

一

法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
一
項
各
号
（
第
三

号
（
貸
付
け
の
金
額
に
限
る
。
）
、
第
四
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
を
除
く
。
）

号
（
貸
付
け
の
金
額
に
限
る
。
）
、
第
四
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る

に
掲
げ
る
事
項

事
項

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

（
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

第
二
十
六
条
の
三

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第

第
二
十
六
条
の
三

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第

一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号



及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
（
同
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

事
項
（
同
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
七
号
に

３

法
第
二
十
四
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
六
号
に

規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

す
る
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

（
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

第
二
十
六
条
の
八

法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第

第
二
十
六
条
の
八

法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第

一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る

事
項
（
同
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

事
項
（
同
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
七
号
に

３

法
第
二
十
四
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
六
号
に

規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

す
る
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
譲
り
受
け
た
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

（
譲
り
受
け
た
保
証
等
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

第
二
十
六
条
の
十
三

法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条

第
二
十
六
条
の
十
三

法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条

第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一

第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一



号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
事
項
（
同
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

る
事
項
（
同
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
七
号
に

３

法
第
二
十
四
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
六
号
に

規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

す
る
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

（
譲
り
受
け
た
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

（
譲
り
受
け
た
受
託
弁
済
に
係
る
求
償
権
等
に
つ
い
て
の
書
面
の
交
付
）

第
二
十
六
条
の
十
九

法
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条

第
二
十
六
条
の
十
九

法
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条

第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一

第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
貸
付
け
に
係
る
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
事
項
（
同
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

る
事
項
（
同
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

法
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
七
号
に

３

法
第
二
十
四
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
七
条
第
二
項
第
六
号
に

規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
第
十
四
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と

す
る
。

す
る
。

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）



改 正 案 現 行

別紙様式第７号（法第23条・施行規則第20条関係） 別紙様式第７号（法第23条・施行規則第20条関係）

30〔６〕㎝以上 30〔６〕㎝以上

貸 金 業 者 登 録 票 貸 金 業 者 登 録 票

登 録 番 号 財務（支）局長（ ）第 号 登 録 番 号 財務（支）局長（ ）第 号

25 （都道府県知事） 25 （都道府県知事）

〔５〕 〔５〕

㎝ 登録有効期間 年 月 日～ 年 月 日 ㎝ 登録有効期間 年 月 日～ 年 月 日

以 以

上 上

（貸金業者の商号、名称又は氏名） （貸金業者の商号、名称又は氏名）

備考 １ 〔 〕内は、営業所等が設備である場合の大きさである。 備考 １ 〔 〕内は、営業所等が設備である場合の大きさである。

２ 営業所等が設備である場合は、登録番号の括弧書及び登録有効期間は ２ 営業所等が設備である場合は、登録番号の括弧書及び登録有効期間は

省略することができる。 省略することができる。

３ 貸金業協会会員である場合にあつては、その者の貸金業協会会員番号 ３ 貸金業協会会員である場合にあつては、その者の貸金業協会会員番号

を、商号、名称又は氏名の下に掲記することを妨げない。 を、商号、名称又は氏名の下に掲記することを妨げない。

４ 営業所等が代理店である場合は、貸金業者の商号、名称又は氏名の下 ４ 営業所等が代理店である場合は、貸金業者の商号、名称又は氏名の下

に代理人の氏名を（代理人 氏名）と記載すること。 に代理人の氏名を（代理人 氏名）と記載すること。



５ 日賦貸金業者である場合は、貸金業者の商号、名称又は氏名の上に

「日賦貸金業者」と記載すること。



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
出
資
の
受
入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
二
年
法
律
第
一
一
二
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
に
締
結
す
る
貸
付
け
に
係

る
契
約
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


